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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 保険料率の改定 

第８期介護保険事業計画の策定に伴い、第１号被保険者に係る令和３年度から令和５ 

年度までの各段階の保険料率を次のとおり改定する。 

被保険者の区分 
現   行 改 正 案 

保険料率 
保険料率 

（R3～R5） 

第１段階 (割合(※)０．５０) 
被保険者が老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が住民税非課税の者、生
活保護法に定める被保護者、被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、
公的年金等の収入金額及び合計所得金額(※)の合計が８０万円以下の者
等 

３８，８８０円 ３８，３４０円 

第２段階 (割合(※)０．６２５) 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額及び合
計所得金額の合計額が８０万円を超え、１２０万円以下で、第１段階に
該当しない者等 

４８，６００円 ４７，９２５円 

第３段階 (割合(※)０．７５) 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、第１段階及び第２段階に該当
しない者等 

５８，３２０円 ５７，５１０円 

第４段階 (割合０．８７５) 
被保険者が住民税非課税で、公的年金等の収入金額及び合計所得金額の
合計が８０万円以下で、第１段階から第３段階までに該当しない者等 

６８，０４０円 ６７，０９５円 

第５段階 (割合１．００) 
被保険者が住民税非課税で、第１段階から第４段階までに該当しない者
等 

７７，７６０円 ７６，６８０円 

第６段階 (割合１．１２５) 
被保険者の合計所得金額が１２５万円未満で、第１段階から第５段階ま
でに該当しない者等 

８７，４８０円 ８６，２６５円 

第７段階 (割合１．２５) 
被保険者の合計所得金額が１２５万円以上１９０万円未満で、第１段階
から第６段階までに該当しない者等 

９７，２００円 ９５，８５０円 

第８段階 (割合１．５０) 
被保険者の合計所得金額が１９０万円以上２５０万円未満で、第１段階
から第７段階までに該当しない者等 

１１６，６４０円 １１５，０２０円 

第９段階 (割合１．６５) 
被保険者の合計所得金額が２５０万円以上３５０万円未満で、第１段階
から第８段階までに該当しない者等 

１２８，３０４円 １２６，５２２円 

第１０段階 (割合１．８５) 
被保険者の合計所得金額が３５０万円以上５００万円未満で、第１段階
から第９段階までに該当しない者等 

１４３，８５６円 １４１，８５８円 

第１１段階 (割合２．３０) 
被保険者の合計所得金額が５００万円以上７５０万円未満で、第１段階
から第１０段階までに該当しない者等 

１７８，８４８円 １７６，３６４円 

第１２段階 (割合２．５５) 
被保険者の合計所得金額が７５０万円以上１，０００万円未満で、第１段階
から第１１段階までに該当しない者等 

１９８，２８８円 １９５，５３４円 

第１３段階 (割合２．８０) 
被保険者の合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満で、第１
段階から第１２段階までに該当しない者等 

２１７，７２８円 ２１４，７０４円 

第１４段階 (割合３．１０) 
 被保険者の合計所得金額が１，５００万円以上２，０００万円未満で、第１
段階から第１３段階までに該当しない者等 

２４１，０５６円 ２３７，７０８円 

第１５段階 (割合３．４０) 
 第１段階から第１４段階までに該当しない者 

２６４，３８４円 ２６０，７１２円 

※ 割合…介護保険法施行令第３９条第１項各号に定める割合を標準として区が定める割合（第１段階は

同条第５項、第２段階は同条第６項及び第３段階は同条第７項に規定する減額賦課後の割合） 

※ 合計所得金額…地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額から租税特別措置法で規

定されている長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額（当該合計所得金額が

０を下回る場合には、０とする。） 

基
準
額 
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２ 第１号被保険者の介護保険料の段階の判定に係る基準の改正 

  令和２年度税制改正において、税法上の特別控除として、低未利用地の譲渡に係る長期

譲渡所得の金額から１００万円を控除することができることとされた。 

当該改正を踏まえ、介護保険法施行令の一部改正（2.12.24 公布、3.1.1 一部施行）が

行われたことに伴い、第１号被保険者の介護保険料の段階を判定する基準として用いる

合計所得金額から控除する特別控除額に、租税特別措置法に規定する低未利用土地の長

期譲渡所得に関する特別控除額を加える。 

 

３ 第１号被保険者の介護保険料に係る合計所得金額の算定方法の改正 

  平成３０年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除が１０万円引き下

げられるとともに、基礎控除が１０万円引き上げられることとされた。 

当該改正を踏まえ、介護保険料等について意図せざる影響や不利益が生じないよう介

護保険法施行令の一部改正（2.12.24 公布、3.1.1、3.4.1 一部施行）が行われたことに伴

い、所得段階が第６段階から第１４段階までの第１号被保険者についての介護保険料に

係る合計所得金額の算定方法を、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が

含まれている場合には当該所得の合計額から１０万円を控除することとする改正をする。 

 

４ 第１号被保険者に係る介護保険料軽減割合適用後の保険料率の改定 

 所得段階が第１段階から第３段階までの第１号被保険者についての介護保険料の軽減 

賦課に係る保険料率を次のとおり改定する。 

 
 
５ その他 

 介護保険料に係る延滞金の端数等の取扱いについて改正する。 

 

６ 施行期日 

  本年４月１日 

被保険者の区分 

現   行 改 正 案 

軽減割合 軽減割合 

保険料率 保険料率 

第１段階（割合０．５） 
被保険者が老齢福祉年金受給者で、世帯員

全員が住民税非課税の者、生活保護法に定

める被保護者、被保険者の世帯員全員が住

民税非課税で、公的年金等に係る雑所得を

控除した合計所得金額と公的年金等の収入

金額の合計が８０万円以下の者 

０．２ 

２３，３２８円 

０．２ 

２３,００４円 

第２段階（割合０．６２５） 
被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、

公的年金等に係る雑所得を控除した合計所

得金額と公的年金等の収入金額の合計が８

０万円を超え、１２０万円以下の者 

０.２５ 

２９，１６０円 

０.２５ 

２８,７５５円 

第３段階（割合０．７５) 

被保険者の世帯員全員が住民税非課税で、

公的年金等に係る雑所得を控除した合計所

得金額と公的年金等の収入金額の合計が１

２０万円を超える者 

０．０５ 

５４，４３２円 

０．０５ 

５３,６７６円 


